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報告書によせて 

 

本報告書は、2024年１月 20日、スペースきんとう（東京都文京区）にて開催した研

究会「AGC グリーンテック・コース別人事制度の実態」（萩原久美子研究室・ワーキン

グ・ウィメンズ・ネットワーク東京 共催）の記録である。 

 

日本においては、2018 年の働き方改革関連法の成立により、正社員と非正社員との

間の不合理な待遇を禁止する法律が整理・統合された。非正規雇用の不可逆的な増加を

背景に、今後、正社員と非正社員（パート労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）とい

う「雇用管理区分」間の格差に法的介入がどこまで実効性をもって対応しうるかが注目

されている。今や日本企業がその雇用管理全般に深く埋め込んできた「雇用管理区分」

による差別それ自体をその根底から問うべき段階にきている。たとえば正社員というカ

テゴリー内部に連綿と維持してきた「コース別雇用管理」はその根底に性差別があるこ

とは指摘されており、日本における男女賃金格差の要因となってきた。 

 

研究会ではコース別男女差別裁判を提訴した原告が大手企業の子会社で根強く運用

される「雇用管理区分」による人事管理の諸特徴と女性雇用の実態を自らの経験に基づ

いて説明、問題提起してくださった。労働組合のない職場で働く人たちが助け合う個人

加盟ユニオンによる支援、活動の状況についても報告をいただいた。一方、本研究会を

共催したワーキング・ウィメンズ・ネットワーク（ＷＷＮ）は住友三社のコース別男女

差別提訴をきっかけに 1995 年、結成された NPO である。数多くの男女差別裁判を支援

するとともに、国連を始め国内外で「雇用管理区分」を通じた女性差別の解消に向けて

活動してきた。研究会は男女差別裁判および女性労働運動の経験が共有され、市民運動、

労働組合との連携という道筋を示唆する場となった。 

 

2024 年 10 月、国連女性差別撤廃委員会で 8 年ぶりに日本に関する審議が行われる。

男女の賃金格差の実態ととともに、その根底にある雇用管理区分の問題が俎上に載せら

れることになるだろう。最後になるが、報告くださった皆様方、ワーキング・ウィメン

ズ・ネットワーク、ちよだユニオンの皆様方に厚く御礼を申し上げる。本研究会ならび

に報告書は科学研究費（萩原久美子 課題番号 22K12659）によるものである。 
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ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク（WWN） 

住友電工・化学・金属で働く女性たち9人による男女賃金差別裁判提訴をきっか

けに、1995年10月に大阪で結成。2006年までに住友メーカー3社はいずれも勝

利和解するが、その後も、雇用管理区分による職場の男女差別と間接差別の解

消、パートの均等待遇を求めて活動する様々な女性と連携、多くの裁判をサポ

ートしている。国との省庁交渉で法改正を求める活動を行うとともに、国連女

性差別撤廃委員会へのカウンターレポートの提出、ILOをはじめとする国際機関

へのロビーイングなど国際機関にも積極的に働きかけており、現在は日本政府

による女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求め活動している。 
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はじめに 

 

【上田】  ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク東京の上田裕子です。ＷＷＮの本拠

地は大阪ですが、東京でも活動をしており、私はその窓口、世話人のような立場にいます。

本日は、ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク東京と桃山学院大学萩原研究室との共催

です。コース別雇用管理のもとでの女性差別を訴え、裁判でたたかっておられる原告Ａさ

んと、その支援をなさってこられたユニオンちよだの皆さんをお迎えしています。司会は

桃山学院大学教授の萩原久美子さんです。 

【萩原】  萩原でございます。本日は参加者同士、お互いに知るところから始めようと

いうことです。自己紹介を兼ねてのメッセージをいただきたく、どうぞよろしくお願いし

ます。まず、本日、大阪からいらしてくださったワーキング・ウィメンズ・ネットワーク

の共同代表石田さんからお願いいたします。 

【石田】  ワーキング・ウィメンズ・ネットワークの共同代表をしております石田絹子

と申します。住友化学の男女賃金差別裁判の元原告です。ワーキング・ウィメンズ・ネッ

トワークは今年10月に国連女性差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）で行われる日本報告審査（2

024年10月7日～24日）に向けて、女子差別撤廃条約の選択議定書の批准実現を目指し、地

方議会で選択議定書批准を求める意見書採択を進めています。地方議会にせっせせっせと

足を運んで、議員の皆さんに会い、選択議定書の重要性を訴えてきました。現在、大阪府

内の44地方議会すべてで意見書が採択され、さらに京都、兵庫県で運動を継続していると

ころです。私たちＷＷＮも参加する「女性差別撤廃条約実現アクション（ОＰＣＥＤＡＷ）

全体では現在212地方議会に達しています。 

 さて、私自身の裁判は2004年に終わりましたが、20年を経てなおひどい差別が継続して

いることに驚いています。よろしくお願いいたします。 

【参加者】  2023年４月までの20年間、千代田区議会議員を務めておりました。『女性の

ひろば』を拝見しました。ひどいことが起こっているなと思っています。ユニオンちよだ

の皆さんからもお話は聞いています。なかなか裁判の傍聴には行けないのですが、応援し

なきゃ、と参加させていただきました。20代の頃には全損保という損害保険関連の企業で

つくる労働組合の支部で活動してきました。できることは応援したいと思います。 

【参加者】  商社で働いております。商社に関しては（株）兼松の男女差別裁判があり、

私たちも応援をしてきました。会社の中で、組合の中で働く上での男女差別の問題を話し
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合ってきました。先日、この裁判をはじめて傍聴しました。いや、ちょっと考えられない、

時代錯誤かなと思うような・・・。昔のことを思い出しても、これはひどいなと思いなが

ら、傍聴しました。頑張っていきましょう。 

【上田】  改めまして、上田裕子と申します。私も商社女性の会の一員として、兼松の

裁判を応援してきました。応援する中で、ＷＷＮのメンバーになり、その活動の一環とし

てニューヨーク、ジュネーブの国連本部で行われました国連女性差別撤廃委員会にも2回

参加しました。兼松の裁判事例などを報告、日本の雇用における女性差別をアピールして

きました。この裁判も含め、まだまだ言っていかなくてはならないことがあると思ってい

ます。よろしくお願いします。 

【参加者】  兼松男女差別裁判の元原告です。ここにいる皆さんには大変お世話になり

ました。裁判は1995年に提訴、高裁判決が2008年、その後、最高裁に抗告しましたが2009

年に棄却となり、高裁判決が確定しました。裁判が終わった後、私は会社を定年まで勤め

て、退職しました。退職後は勉強し、産業カウンセラーの資格とキャリアコンサルタント

の資格を得て、現在は働く人の悩みをうかがう、電話相談などの仕事をしています。制度

がいろいろあるにもかかわらず、現実は違う。それを実感する毎日です。今回、Ａさんの

裁判のお話を詳しくお聞きしたいと思っています。よろしくお願いします。 

【参加者】  私も「女性のひろば」の記事を読んで、「えっ」と驚き、明らかにおかしい

と思いました。今まで労働組合のことに携わる機会がそんなになかったのですが、あまり

にもひどいし、１人で闘われている原告のお話がうかがえるとのことで、ぜひお会いした

いと思って参加しました。よろしくお願いいたします。 

【参加者】  新婦人千代田支部の専従を長年、務めてきました。裁判にも傍聴に行き、

原告が闘っている姿を見てすばらしいと思いました。大変だろうなと思います。できるだ

け裁判とか応援に行きたいと思います。よろしくお願いします。 

【参加者】  元昭和シェル石油訴訟の原告です。裁判は結果的に勝利的和解となりまし

た。でも、職場では全然そんなことにならなくて、上司の嫌がらせなどトラウマになって

おり、裁判は思い出したくないという感じになっていました。でも、この裁判の文書を見

たときに、私たちの時代と同じことが行われていて、進歩も発展もないのかと。確かに進

んでいるところは進んでいるんだけど、そうじゃないところ、そのままのところもあるん

だと改めて思いました。裁判を傍聴したいと思い、参加しました。 

【参加者】  同じく元昭和シェル石油訴訟原告です。私たちは原告１２人で提訴しまし
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た。裁判では、仲よくやっていた上司が会社側の証人に立って私のことを「仕事ができな

い」などとひどいことを言うのを耳にしました。悪くいわなくてはならない上司もつらか

ったと思うんだけれども、私もやっぱりショックでした。裁判ではそういうことがありま

す。もうひとつ、裁判での常套句は会社側からの「協調性がない」という評価です。「この

仕事をもっと効率よくやったほうがいいよと言った」ことが「協調性がない」言動とされ

る。中国電力の裁判でも営業でナンバーワンの業績を持つ女性が「残業をやめて帰りまし

ょう」と言ったことが「協調性がない」と、東和工業の裁判でも同じパターンでした。で

も、サポートする人たちもたくさんいます。先ほどの彼女とは違って、私にはいい思い出

でしかありません。よろしくお願いします。 

【参加者】  私は山下泰子さん――現在、国際女性の地位協会のメンバーで、選択議定

書批准に向けて活動なさっておられます――の社会人枠での最後の大学院生です。大学院

では労働、男女の賃金格差を学びたいと思い、「賃金格差が一番、ジェンダー間格差を数字

としてはっきり見えるから」と山下さんに言うと、紹介してくださったのがこのＷＷＮで

した。以降、資料をもらったり、ニューヨークも行ったり、活動に加わってきました。今

回の件を聞き、こういうことが今でもあるのかとびっくりしました。しかもお一人で闘っ

ていると聞いて、今日は是非にと思い、参加させていただきました。 

【参加者】  商社で働いてきました。私自身、コース別人事制度のもとでたいへんな思

いをしてきました。一緒に仕事をしているのに、女性が助言する、発言すると、それが批

判されるみたいな。それでいて、商社の事務量はものすごいボリュームがあって、女性は

それをこなすのです。その作業を通さなければ契約も進まず、利益も上がらないのに、女

性は男性の年収の本当に半分、40歳を超えても26歳の男性と同じ給料という状態でした。

だから、今回の提訴を知り、ぜひぜひ応援していきたいと思いました。日本の男女差別が

改善されないのは、大手企業に入っているコース別人事制度がネックになっているからで

はないかと思っています。払えるのに、賃金格差をそのままにしてしまう。すごくひどい

話だなと思います。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。 

【参加者】  新婦人千代田支部から来ました。原告と同じ、40代です。子どもが３人い

ます。子育てしながら働いますが、子どもが産まれてからも本当悔しい思いを毎日しなが

ら生活しています。会社は女性が多いんですが、一般職と総合職の違いは大きくて。本当

に理不尽だなと思いながらも声を上げられないでいます。本当に悔しい思いしている人が

多いから応援したい。その気持ちで今日来ました。よろしくお願いします。 
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【参加者】  ユニオンちよだのメンバーです。裁判の傍聴に行けなかったので、今日、

お話をうかがえればいいなと思って来ました。「憲法で男女平等とかうたっていても主張

していかないと実現できないんだ」という連載記事を読みました。言っていかないと変わ

っていかない。ぜひここは裁判を応援したいと思っています。 

【参加者】  ＷＷＮの古くからのメンバーの一人です。私は30代の初め、子供を産み育

てながら、いろんな編集の仕事をしてきました。でも、そのときと今と何も変わらなかっ

たというような気がしています。この社会がよくなることを皆様とやっていきたいという

気持ちで今日は参加させていただいています。 

【萩原】  ありがとうございます。それでは続いて、ユニオンちよだから、そして、原

告のＡさんのご報告をお願いしたいと思います。 
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１．ユニオンちよだ ひとりでも加入できる労働組合の活動と支援 

 

【鈴木】  ユニオンちよだ執行委員長の鈴木真理と申します。ユニオンちよだは千代田

区にある個人加盟の労働組合です。個人加盟労組ですので、会社に組合がない方や労働相

談に訪れた方たちが加入されています。現在170人ほどの組合員がおります。ユニオンちよ

だは、本当に相談が多く、常に10件くらいの団体交渉を行っていますし、今現在、東京都

労働委員会に挙げている事案が２件、裁判も全部で６件抱えています。裁判をしているの

は６件ともすべて女性です。そのうちの１つがAさんなんですけど、やっぱり、闘うのは女

性――こういう現状です。私自身も男女差別がある会社に勤めております。皆さんと一緒

に学習させていただいて、頑張ろうと思います。 

【宮下】  ユニオンちよだ執行委員の宮下と申します。現役は退いていますが、千代田

区労連の幹事だったときに、個人加盟のユニオンちよだの立ち上げにかかわり、以降、執

行委員をやっております。Aさんが相談に来られて、ユニオンちよだで一緒にやってきまし

たが、Aさんは本当に一生懸命にやってこられました。会社では本当に大変な思いをして働

いていらっしゃいまして、本当に潰されそうな、そんな感じで。ですけど、団体交渉でも

裁判でも訴えておられることは女性全体に関わることで、本当に応援したいと思いまして、

一緒にやっております。 

【香取】  香取義和です。ユニオンちよだの執行委員です。私自身はもう現役は退いて

いるんですけども、農林水産省の中の水産庁の組合に属していたので、その関係で、実は

千代田区労連の議長も務めています。 

今日は、ユニオンのほうから、この件が掲載された『赤旗』の記事をお持ちしています。

これをきっかけに、その後、反響があり、今現在は東京新聞と朝日新聞も取材してくださ

っています。最初にこの件を取材してくださったのは『女性のひろば』でした。女性の問

題なので、ユニオンの方から取材をお願いしたのがきっかけです。そこから、女性を中心

にこの裁判のことが広がっていったなというふうに思っています。 

ＡＧＣ本社は非常に体質的に古いというか。こちらが要請に行きますよと言っても、一

切受け取らない。誰か対応してほしいと言っても誰も出てこない。連絡を入れると「折り

返しします」と言ったきり、３日ぐらい返事が来ません。そういう古い体質の会社の子会

社でAさんは働いてきたのです。子会社は本社から来た人が社長になっていて、女性と男性
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を明確に分けるような人事制度や雇用管理など、いろんなことしまったことが発端になっ

ていると思っています。実は、ＡＧＣに関しては、Ａさんの件とはまた別に、本社の方で

は解雇事件がありました。この方もユニオンの組合員で、裁判で闘っています。 

この二つは本格的な裁判闘争に入っています。Ａさんの裁判が１月29日月曜日に結審と

なります。当日、弁護士会館で報告集会を行います。裁判の傍聴とともに、ぜひ報告会に

もいらしてください。もう１つの親会社の方の解雇事案の裁判も1月30日に行われます。こ

れはウェブの裁判で、傍聴には行けませんが、動きがあればご報告させていただきます。 

 お持ちしたチラシには、Ａさんと、本社で解雇になった事案を戦っている原告の女性が

やっているブログのＱＲコードをつけています。日頃思った思いを書いているので、ぜひ

見て、またフォローもしていただき、また意見をお寄せいただければ本人にとってもプラ

スになるのかなと思っています。 

 さて、先ほど委員長のほうからの挨拶にありましたように、ユニオンちよだは今現在、

約170人。いろんな相談があって、10人足らずの役員で相談に対応しているので、なかなか

大変な状態です。役員以外にも、相談を一緒に受けてもらえる人も増やしたいし、組織的

にも広めたいということで、協力組合員というかたちでの参加もいただいています。みん

なでよってたかって闘う、といった雰囲気ができればと思っています。 

 ユニオンちよだも、ホームページを持っています。そこにこれまでユニオンが取り組ん

できた、解決してきた内容も載っています。結構いろんな大きな会社も含めて、ユニオン

の中で解決してきた事例もありますので、ぜひ御覧いただければなと思っています。 

 そういう格好で、個人加盟ユニオンなので、いろんな人が相談に来ます。それをみんな

で聞いて、会社と団交をやって、団交でうまくいかない場合はということで、Ａさんの例

でもそうですけど、団交でもなかなか社長が態度を変えなかったというのが実態でも、御

本人的にはこれでは駄目だということで裁判に立ち上がったというところなものですから、

そういう意味では、今、個人加盟の組合もどんどん、そういうところに悩みをぶつけてく

る方はまだ一部だと思いますけども、悩みをどこにぶつけていいか分からないという人が、

やっぱり、ネットとか何かでユニオンのホームページを見たりして、飛び込んでくるとい

うのが実態なので、非正規というか、そういう皆さんを受け止められる組織として、引き

続き大きくしていくために頑張っていきたいなというふうに思っております。 
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２．報告 ＡＧＣグリーンテック・コース別差別裁判 

 

■裁判の争点 

 ＡＧＣグリーンテック男女差別裁判原告です。４４歳です。資料を持ってきましたので、

それを見ていただきながら、聞いていただけたらと思います。 

 私は2017年11月にユニオンちよだに加入しました。行政やネットで相談できる窓口を探

していたところ、１人でも入れる労働組合としてユニオンちよだを紹介されたのがきっか

けです。翌月の12月に初めて団体交渉を行い、計８回の団体交渉を行ってきました。しか

し、会社側の対応が変わらないため、2020年８月に東京地裁に提訴しました。 

今回の裁判の争点は4つあります。１つ目は総合職に認められている社宅制度の利用を

一般職に認めていない点です。均等法第６条２号では、福利厚生面での差別的取り扱いは

禁止されているので、性別を理由とした直接差別にあたるのかどうか。しかも一般職から

総合職への転換制度もなく、就業規則には転勤に応じることを総合職の要件にしています。

転勤に応じることを、昇進等の要件にすることは均等法第7条の間接差別にあたらないの

かどうか。 

 ２つ目が、同じ一般職の男性の賃金と私の賃金とを比較した時の格差は性別を理由とし

た直接差別で、労基法４条に違反しているかどうか。会社は2018年に私とほぼ同じ年齢の

一般職の男性を中途採用しました。私よりも勤続年数が短いのですが、年間の賃金格差は

50万円を超えています。 

 ３つ目が、提訴後の私に対する業務外しなどの業務の変更や業務に関与させないことは

違法かどうか。４つ目が、会社が私に対して一般職の平均以下の人事考課をしてきたこと

は違法かどうか。これらが争点となっています。まず、私が男女差別だと感じて裁判に至

るまでの経緯についてお話をし、４つの争点についてそれぞれ報告していきたいと思いま

す。 
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■私の職場、私の仕事 

私は2008年、29歳のときにＡＧＣグリーンテック社に入社しました。グリーンテック社は、

親会社ＡＧＣ（旧旭硝子）が製造した製品を売るＡＧＣ100％出資子会社の販売会社です。

20数名の少人数の会社で、営業と事務に分かれていました。職場では営業は全員男性で総

合職、自分の上司となる事務部（現・管理室、以下、管理室で表記）の部長（以下、室長

と表記）も総合職でした。事務職には１人だけ男性がいましたが、あとはすべて女性でし

た。 

資料１ 職種、役職等の性別構成（2020 年提訴時点） 
本社および３営業所 総合職 一般職 計 

性別 男性 女性 男性 女性   
従業員数 18 0 1 5 24 
職種 営業 17 0 0 0 17 
  事務 1 0 1 5 7 
役職等 管理職等役職 17 0 0 0 17 
  一般 1 0 1 5 7 

 

私は転職でこの会社に入社したのですが、転職活動していた時、総合職は大卒以上、全

国転勤あり、が条件だと思っていました。私は短大卒で事務職を希望していたので、入社

した際、一般職になったことには特に不満はなかったのです。けれども、入社して分かっ

たのは、この会社では総合職の中に高卒者もおり、学歴が条件というわけではなく、総合

職でも転勤のない人もいたことでした。学歴や転勤が総合職の条件ではなくて、男性は営

業職で採用し、女性は事務職で採用し、男性は営業に配属して総合職、女性は事務で一般

職というように振り分けていたのです。 

 私も入社後は管理室に配属され、経理、人事、総務を担当してきました。当時、管理室

は室長（総合職）と私（事務職）の２名体制でした。ところが、2010年ごろから「管理室

は分かっていない」といった声が従業員から出るようになっていました。2010年10月には

室長が突然会社に来なくなり、そのまま退職してしまいました。管理室は私１人だけにな

り、引継ぎもないままに総合職の室長がしていた業務も含め、会計処理や労務関係の業務

など管理室の業務をすべて一人で背負わなければならない状態になりました。そもそも経

理や人事、総務に関する制度やシステムが整備されていないという問題に加えて、この時、

国税局の調査も入っていました。「年内に処理を」と言われていたのに、対応していた室長

が10月に退職してしまったので、その対応も私がすることになりました。 
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一人であろうと、管理室の業務をとにかく回さなければならないので、業務を回すこと

で必死でした。社内には管理室業務について知る人はいなかったので相談できる環境もな

く、誰かが手伝ってくれるということもなく、毎日が激務になってきました。日常業務は

定時内を目標に処理をして、昼休み時間を使って郵便局や銀行での用務を済ませて。お昼

時間を取る時間はなくて、お昼ご飯は食べないときもあれば、パンをかじりながら仕事を

していたこともありました。定時以降は、国税局の調査のために、１年分の資料をもう１

回見直して整理しました。夜は午前零時まで、遅いときは深夜１時近くまでやることもあ

って、夕食も食べずに働き、夜遅くに帰った後も家で日中分からない部分をネットで調べ

たりしていました。土・日も出勤していました。自分で調べたり、年金事務所やハローワ

ークの窓口に行って聞いたり、人事をしている友人に聞いたりして処理をしていきました。 

 人事、総務、経理に加えて、ＩＴ関連のシステム設定、パソコンやネットワーク管理の

仕事もありました。今は、親会社がこの会社のパソコンの手配や管理をしていますが、当

時、まだそういう環境もなく、自社でパソコンを買って設定し、通信ネットワークの管理

も社内でしていました。パソコン設定やネットワーク、固定電話回線を一からやらなけれ

ばならなくなって、当時システム業者の方に相談して助けてもらいました。こんな風に、

管理室に新しく室長が配属されるまでの４か月間、１人で管理室の業務を回していました。 

 繰り返しになってしまいますが、室長が突然に退職した後、私はその仕事も含めて一人

で業務を回してきたんですけれども、会社からの評価は何もありませんでした。そうやっ

て一人でやってきたのに、フォローしたり、手伝ったり、困っていたら協力するというこ

とはなく、逆に、ミスを探しては責められるのは耐えられないことでした。一人で回して

いた時、本社会議で私のミスを繰り返し議題にされることがあり、これはパワハラではな

いかと感じるようになって。私の業務に関する本社会議はもうやめてほしいと訴えて、そ

れはなくなったんですけれども、その後、ミス恐怖症になって、簡単な作業すらできなく

なる症状にしばらく襲われました。 

■争点１－➀ 社宅制度

「男女差別だ」と感じるようになったきっかけは、社宅制度でした。もともと会社には

「住宅手当」があり、2010年時点では、賃貸に住んでいる総合職に1万円、一般職には自宅

通勤3000円、賃貸6000円が支給されていました。「社宅制度」は借り上げ社宅の扱いで、転

勤のある営業職が対象でした。この場合、家賃の約8割が会社負担になります。この規定に
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従って運用されていました。「転勤者だけに社宅が貸与」これは納得します。もしこの運用

であれば何も問題ないですし不満に感じることはありませんでした。 

ところが、2010年に入社してきた総合職の男性になぜか社宅制度が適用されていました。

転勤のない業務なのに、社宅扱いになったのです。その翌年の2011年、「総合職の住宅手当

（会社負担／月）の考え方（案）⇒社員満足度ＵＰを目指して！」という通知が出て、規

定改定はないまま、対象が拡大されました。転勤があるかないかには関係なく、総合職全

員、つまり男性全員に社宅制度が適用されるようになりました。 

その通知には（1）自己都合（結婚等で妻帯者向け住居に引っ越す場合）の会社補助を充

実させたい（２）自己都合（個人の希望、親元からの独立等で引っ越す場合の会社補助を

充実させたい（３）40歳以降の独身寮に対する会社補助を充実させたい場合に、住宅手当

を現行の1万円から「会社都合の場合」「自己都合かつ会社が認めた場合」には補助が引き

上げられるとされていました。その割合は、たとえば、「妻帯者向け、扶養家族」のある住

居を借りている総合職の場合、自己都合では8.2万円までは80％、8.2万円から12万円まで

の部分は20％を会社が負担するということが示されています。この通知は総合職の男性に

だけ配布され、一般職の女性には配付されませんでした。 

男性総合職全員が社宅扱いになったので、賃貸物件に住んでいる総合職は（当総合職賃

貸者の住宅手当は当時１万円）会社負担が8割になるのだから、もっと広い家に、今よりも

いい物件に、新築物件に、と引っ越しをしました。借り上げ社宅の扱いですから、自分で

好きな場所や好きな物件を自由に選ぶことができます。その後、2012年に社宅制度の規定

が改定され、総合職（既婚者）や総合職（独身・満40歳まで）は８割会社負担で２割が自

己負担になりました。社宅制度の適用になれば、引っ越し代、初期費用、更新料、火災保

険料など全て会社負担です。さらに、2018年に総合職の転勤者に適用するとしていたのを、

自己都合での社宅制度の利用を認めることを明記した社宅制度へと規定を変えています。 

でも、一般職には関係のない制度とされてきました。私たち一般職の女性には社宅制度

の適用はありません。住宅手当だけです。家にかかる費用は総合職も一般職も同じなのだ

から、一律にしてほしいと会社に改善を求めたり、団体交渉でも要求をしたりしましたが、

だめでした。住宅手当も一律になることはなかったです。 

住宅手当に関しても総合職男性と一般職女性とで開きがありましたが、社宅制度の規定

が変わった2018年には、勤務場所、扶養家族の有無、主たる生計維持者か否かで差をつけ

ていました。たとえば、主たる生計維持者で本社勤務、扶養家族のない私の住宅手当は１
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万２千円でしたが、扶養家族がいる場合は１万８千円。2023年の時点では生計維持者か否

かという区分はなくなりましたが、本社勤務扶養家族無しの場合は１万５千円、扶養家族

ありの場合は２万１千円となっています。一般職の女性は独身で、所得税法による扶養家

族のある人はいません。総合職男性には、家族手当で配偶者１万3千円、子１人につき（3

人まで）６千円と手当が支給されているのに、さらに住宅手当でも扶養家族ありなしで区

分しここでも格差が出ています。 

 

■争点１－② 住宅手当と社宅制度 

 住宅手当と社宅制度を通じてどんな差が生じるのか。女性一般職と社宅制度を適用され

る男性総合職との間でどれほどの格差があるのか。例として試算した資料２を見てくださ

い。この会社では、男性総合職には社宅制度、女性一般職には住宅手当という住宅補助を

行ってきました。その結果、男性と女性とでは約10倍から24倍もの開きが出てしまいます。
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都内で15万の賃貸に住んだとします。住宅手当の場合は月々1・2万円の補助に対し、社

宅制度では8割が会社負担です。それだけでも大きな差ですが、問題はそれだけではありま

せん。住宅手当は給与課税となりますが、社宅（給与天引き）には給与課税はありません。

その点を含めて、月額給与30万円として私の方で試算したものが資料３です。住宅手当の

場合は給与課税となるので、社会保険料、所得税、住民税分の負担は社宅（給与天引き・

非課税）の場合よりも5万円近く多くなります。それに家賃負担を加えると社宅制度が適用

された場合より、年間148万円も多くなります。結果、社宅制度を受ける総合職に比べ、住

宅手当が適用される女性一般職は年約130万円以上も手取りが減ってしまうのです。 

 

2012年に社宅制度に疑問を持ち、上司に尋ねると、上司は「会社の規定は自宅通勤する

規定になっている。結婚したら寿退社をするような規定なんだよな」と言っていました。

一般職の女性が独立して生活することを考えていないのです。 

団体交渉でも「なぜ総合職男性だけが社宅貸与になるのか」と聞くと、会社側は「総合

職は転勤があるから」という説明ばかりでした。でも、この会社ではこれまで国内なら国

内営業、海外なら海外営業、事務職なら事務と、入社時の職種のままで定年まで固定され

てきました。営業から経理・人事・総務へ、経理・人事・総務から営業へという異動は知

る限りではありません。ですから、経理・人事・総務を担当する管理室の部長がいきなり

退職した後、社内の営業職からだれかが異動してくるということはなく、募集をかけて外

から人材を採用しています。社宅制度の適用を受けた総合職のほとんどが実際には転勤し

ていません。2008年から2020年1月までの間、総合職34人のうち転勤した人は11人でした。 

資料３　「住宅手当」と「社宅（給与天引き）」による比較月額給与30万円、家賃月額15万円の場合
＊住宅手当1.2万円：給与課税あり、社宅制度（会社負担8割、給与課税なし）

住宅手当適用の場合
社宅制度適用
（給与天引き）の場合

差額

月給×12か月 3,600,000 3,600,000 0
住宅手当 144,000 0 144,000
所得（計） 3,744,000 3,600,000 144,000
（社会保険料） 571,200 535,500 35,700
（所得税5％：年額） 75,200 71,200 4,000
（住民税10％：年額） 150,400 142,450 7,950
（家賃負担：年額） 1,800,000 360,000 1,440,000
税・社会保険料、家賃（計） 2,596,800 1,109,150 1,487,650
手取り額 1,147,200 2,490,850 -1,343,650
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 この前の証人尋問で社長が「営業所を１、２か所、経験した上で営業所長になっている」

と発言していましたが、転勤の経験がなくても所長になっている人も多く、転勤を一度も

経験しなくても管理職になっています。転勤命令を受けた特定の総合職に特別に社宅の負

担額を増額する「特定者」向けの規定を作ったこともあり、運用も一貫していません。そ

もそも転勤を経験するから総合職というわけではないし、そもそも転勤を要件にすること

は男女雇用機会均等法に違反します。 

「どうして規定は転勤者だけに社宅対応になっているのに、転勤もしていない人も社宅

扱いなんですか。総合職と一般職とでは格差があり過ぎます」と上司に訴えましたが、上

司は「だったら総合職になればいいじゃない」と言いました。「条件が合わなかったら、ほ

かの会社に行けば」とも言われ、退職を促しているのかと感じました。この会社には一般

職から総合職へ、総合職から一般職へのコース変更、転換制度はありません。その点が問

題になると思ったのか、提訴後の2023年改訂の就業規則で「ただし会社が必要に応じて社

員より公募を実施し、その審査に合格した場合には、従業員の区分を変更することがある」

という一文を入れ、2023年10月16日付けで、一般職男性を社内公募で総合職にしています。

裁判の証人尋問が行われる10月23日の1週間前の人事でした。また、社内公募の業務もその

一般職男性が担当してきたシステム業務で、それを担当する総合職の公募でした。これま

でにはない総合職の業務内容だったので、非常に不自然な感じがしました。 

 

■争点２ 給与規定と男女賃金格差 

 制度やルールが変更されても、一般職の女性には関係ないからと知らされません。一般

職の女性には説明や連絡がないので、改定になっていることすら知りません。同じ正社員

でも一般職女性は正社員扱いされてないんだなということをすごく感じてきました。 

 私が男女で違う住宅補助のことや給与規定に関して抗議をしたからでしょうか。2015年

に会社は就業規則に改訂しました。それまで就業規則の従業員の項目には社員と契約社員

という区分が示され、社員は「雇用期間の定めがなく、通常の勤務をする者」と定義され

ていました。これに対して、2015年の改定で社員は「正社員」と改められ、総合職と一般

職の２つに区分して、それぞれに定義しました。 

総合職は「会社の命ずる任地に赴任することが可能であり、職能ランク基準に相応する

専門知識を基礎とした総合的な判断能力を発揮し、非定型で幅のある業務を円滑に遂行す

る能力があると認められる者」と定義されました。一方、一般職はこう定義されています。
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「一般事務等の定型的、補助的な業務に従事する職種であり、就業場所に移動がない者」。

定型的、補助的な業務であると。実際、団体交渉でも、社長は、女性一般職には単純な仕

事しか期待していない、10年たったらそれ以上のスキルアップは求めてないから処遇は低

くて当然だ――みたいな言い方をしていました。 

給与規定も総合職が優遇される制度になっています。総合職には職能手当がありますが、

一般職にはありません。営業手当、管理職手当、営業所長手当、家族手当、別居手当も総

合職が対象で、一般職にはありません。2010年代の給与規定を見ると、総合職だけに支給

される手当が頻繁に増額されているのがわかります。営業所長ではないのに営業所長手当

がついていたこともあり、恣意的に運用していると思わざるを得ない例もありました。 

社宅制度だけでなく、諸手当も総合職だけ。職能手当や管理職手当、家族手当などが頻

繁に増額され、それだけでも大きな格差が生まれる。恣意的な運用も行われ、何で総合職

だけ優遇されるのか。一般職女性には、会社の制度が変更しても連絡すらなく、正社員で

ありながら正社員扱いされてない。これは男女差別だと思いました。 

 

 給与制度は2018年に大改定されましたが、それまで明らかに違法な制度になっていまし

た。基本給部分に含まれる年齢給の上限が総合職は46歳なのに対し、一般職は40歳で打ち

止め、経験給の上限も総合職が30年までなのに、一般職は10年となっていたからです。 

資料４　「総合職」と「一般職」の処遇格差（2018年規定改正以降）
総合職 一般職

基本給（月額給与） 本給 〇 〇
管理職手当 〇 ✕
職能手当 〇 ✕

賞与 本給 〇 〇
管理職手当 〇 ✕
職能手当 〇 ✕
年間月数 5.1～6.1か月 5.05か月

退職金 勤続年数 〇 〇
職能ランク 〇 ✕

手当 職能手当 〇 ✕
家族手当 〇 ✕
資格手当 〇 ✕
別居手当 〇 ✕
住宅手当 〇 〇

福利厚生 社宅制度 〇 ✕
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給与制度については、ユニオンちよだに加入して翌月の2018年12月に第１回、その後の

２回目の団体交渉で取り上げ、2018年３月に一般職女性の年齢給と経験給の上限が撤廃さ

れました。代わりに、号俸を取り入れた給与制度に大きく改定されました。 

 総合職は一番下のＥからＡまで５つの職能ランクがあって、それぞれのランクに号俸

で基本給が決められています。下のランクから上のランクへと昇格・昇進すると一挙に給

与も上がるようになっているのですが、一般職の号俸表には一本だけ。ずっと平のままの

給与表になっているんです。一般職は昇格しないし、管理職への昇進もないことになって

いるのです。その後、2022年に、60等級までだった一般職の号俸が70等級まで増やされま

したが、ランクはそのまま一本でした。一方、37等級で頭打ちだった総合職のＢランク（管

理職）は10等級追加され47等級にまで伸びてさらに昇給が可能となりました。 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

資料５ 一般職（号俸）と総合職（職能ランク別・号俸）の
賃金カーブのイメージ（月給）

一般職 総合職（職能ランクE）

総合職（職能ランクC） 総合職（職能ランクB 管理職）

職能ランクアップ

職能ランクアップ
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そもそも、一般職と総合職との間では基本給の額に大きな格差があるので、賞与でも格

差が大きくなります。賞与は基本給掛ける月数で計算しますが、一般職は総合職よりも「掛

ける月数」が１か月少ないのです。一般職の賞与の算定は本給だけですが、総合職の場合

の賞与には職能手当、管理職手当を加算して「１か月分」として計算されます。たとえば、

総合職で基本給30万３千８百円だとしますね、そこに管理職手当８万１千円がプラスされ

て38万４千８百円をひと月分とする。その３．０か月分を賞与として支給されることにな

ります。一般職は職能手当も管理職手当もなく、基本給だけです。しかもひと月分少ない。

とても格差が出るんですね。 

 退職金も2018年に改定されました。勤続年数は一般職も総合職も一律ですが、総合職に

はランク加算が加わり、増額になりました。この会社は、制度そのものが男性総合職、営

業を中心に運用されていて、総合職男性は社員同士の飲み会、私的な会食まで経費で落と

すことも行われていました。「これは経費で落とすのはおかしいんじゃないですか」「不正

になりますよ」と経理の立場から言い続けましたが、聞いてもらえませんでした。 

 

■争点３ 提訴後の業務外し 

 総合職男性の給与や社宅制度はすぐ改定するのに、一般職女性に関することは全然改善

してくれないし、認めません。団体交渉で「今まで一般職に男性がいない」ことを指摘し

たら、会社はその対策を取るかのように、すでに退職していた総合職の男性を一般職とし

て再雇用しました。採用は公にされず、私がこの人事を知ったのは入社の１週間前でした。

しかし、総合職男性はこの採用を事前に知っていたようです。 

団体交渉の結果、2018年３月に社宅制度、給与規定、退職金規定は改訂されました。で

も、一般職の女性の処遇改善にはならず、さらに格差が広がる内容でした。団体交渉では

社長と話がかみ合いません。これでは時間だけがかかってらちが明かないと思い、2020年

８月に提訴しました。 

 その提訴から３か月後の11月、会社は総合職として女性を採用しました。裁判対策とし

て「総合職には女性もいる」という既成事実を作るためだと思いました。私が提訴した８

月ごろから募集をかけていたと会社は裁判で明らかにしていますが、私がこの人事を知っ

たのはその着任１か月前でした。私にはまったく連絡なかったです。採用された総合職の

女性は管理室に配属され、私の直属の上司になりました。 

その後、社長と室長とその総合職女性が、私に標準化サイクル表（大分類、中分類、小



17 

分類、業務内容詳細、発生サイクル、1回の所要時間、年間発生回数、年間所要時間）を作

成するように指示してきました。改めて管理室の業務内容とその業務にかかる時間をかき

出すようにという指示です。管理室の業務はシステム環境やルールを整備してきたことも

あり、管理業務を行う室長と私との２名体制で回せる業務量です。その業務の棚卸しもせ

ず増員し、増員した後に業務の棚卸とは。私に会社を辞めるように仕向けているのかと、

すごく悔しくて腹が立ちました。 

私が今までしてきた業務を総合職の女性がするようになり、管理室の仕事は管理室長と

その総合職女性の２人で行うようになりました。私は仕事を外されていきました。打合せ

に入れてもらえなかったりとか、仕事の連絡もなかったり、懇親会にも声をかけてもらえ

なかったり。今まで私がしていた業務はできなくなり、完全に蚊帳の外状態になりました。

私は管理室の一員なのに、管理室からの発表や通知を、ほかの従業員と同じようにイント

ラネット、ネットの掲示板で知るのです。以前はどうしようか、こうしようかという話し

ながら、発表や通知に向けて処理したり、他部署に連絡をとったりしていたんですけれど

も、今は外されている状態なので、管理室で今何をしているのかも分からないです。 

 「あなたは提訴して会社の敵になったんだから、こういう仕打ちは当たり前だし、もっ

と客観的に見なさい」というアドバイスをもらうんですけれども、やっぱり、なかなか感

情のコントロールができません。ひとりで管理室業務を回していたときのこと、会社は何

も助けてもくれなかったこと、そのときにむしろ私を責め立てるような会議をしたこと、

でも、管理室の業務が滞ってはいけないという思いで、死に物狂いで仕事を回してきたこ

と。そんなことを考えると、何でこんな仕打ちをされなきゃいけないのかなと。何とも言

えない、表現できない気持ちになって。気持ちが抑えられなくて、怒りと悲しみとマイナ

スな気持ちがわっと湧き上がって。人格を傷つけられたと。それで、３つ目の争点として、

業務外しなどの業務の変更や、業務に関与させないことが違法ではないかということを提

訴後に追加しました。 

■争点４ 査定差別

2014年だったかな、人事評価の時期に、「そういえば人事評価の個人目標とか書いてなか

ったな」と思っていた時、業務上確定した賞与のデータが自分に届いたので「私はまだ人

事評価の記入する用紙を提出していないですよ」と上司にたずねたら、当時の上司が「う

ん、俺が書いておいた」と言いました。すごく驚きました。 
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 私に対して、人事評価手続きをスケジュール通り行っていません。本来毎年3月末迄に上

司から部下へ評価のフィードバッグをしなければならない面談が、私から何度も問い合わ

せて、5か月過ぎた8月に行われたこともありました。管理室長は「入社して間もない時期

で、手順等の説明もなかったことから個人目標管理シートを用いての面談は行っていなか

った」と言っていました。けれども、現管理室長は人事評価手続きを説明する側の立場な

ので、各営業所にも、本社での説明会にも出ています。他の従業員には連絡が入るのに、

私には連絡がないので、問い合わせのメールを打ったら「文句のメールが送られてきた」

と言われたり、突然の面談日の設定に日程変更のお願いメールをしたら「面談を断った」

と言われたり。他の人への対応とは違う、差別だと感じました。 

2018年に社宅や給与制度が大改定されたのと同時に、人事考課・評価制度も新しくなり

ました。その人事考課・評価制度で2018年から2020年の３年間、私は一般職平均の半分以

下の評価が行われてきました。その間、私はいろいろな業務、幅広く総合職相当の業務を

してきたにもかかわらず、この評価でした。これは査定差別ではないかということで、こ

の点も提訴中の2021年11月に追加請求で訴えました。 

 

■今の気持ち 

 私は今年入社して15年目なんですけれども、入社した当時の平社員のままです。友人の

会社では、一般職であっても主任や課長などの役職についているというのを聞きます。20

20年11月に総合職で入社した女性、私の直属の上司は、２年しないうちに管理職に昇進昇

格しました。採用時の募集要項に「学歴不問」「将来の管理室長候補」と書かれていたとい

うことを裁判で知りました。入社前から役職や管理室長になることが保障されていました。 

さらに総合職女性は「転勤がない」という、これまでの総合職にはない条件で採用してい

ます。「転勤がないから総合職だけれど社宅貸与は適用していない」と会社は主張していま

すが、規程には転勤のない総合職は存在しません。「総合職であれば社宅は貸与される」「社

宅を貸与しているのは総合職には転勤があるからだ」という会社の主張は矛盾していると

思います。 

2018年3月に転職してきた室長も去年、会社の最高ランクとなる役職に昇格しました。裁

判で、会社は「管理室長も所長への異動があり得るため、転勤が伴う」と主張しているん

ですけれども、管理室から営業所への転勤はこれまでに例のないことです。管理室長は私

の上長ですが、私に直接、業務の指示や監督を行いません。私が目の前にいるにも関わら
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ず、総合職女性に伝え、次に総合職女性が私に伝えてきます。伝書バトみたいな連絡のあ

りかたは「辞めて欲しい」と社長に何度か言いましたが改善されません。管理室長に、「管

理室での私の上長は誰ですか」と尋ねたところ、「総合職の女性です」と回答されました。

「管理室の上長は室長でしょ？組織図にもそう記載あるのに」と驚くとともに、特別な扱

いをされている、差別だと感じました。 

裁判をする前にいろいろ思いました。この会社で起きていることは、これって当たり前

のことなのかな。こんなこと本当に世間で通用するのかな。こんな差別があっていいのか

な、いや、やっぱりそうじゃないなとか。提訴後も会社は全く何とも思ってなくて、わが

ままだ、不満とかって、思っているようです。でも、これは男女差別で人権侵害です。だ

から、絶対に勝訴したいです。会社が正すべきところは正してもらいたい。そのための裁

判だという、そういう思いもあります。 

 今の正直な気持ちをいうと、今まで担当してきた仕事ができなくなって、情報が入って

こない中で、管理室内では外されて。かといって、新しい仕事を割りふられるわけでもな

く、全く成長できない環境におかれて、私の心は豊かにならないし。本来であれば、今の

年齢だと結構スキルがついて、次のステップアップでいろんなことに挑戦できるはずなん

ですけれども、提訴した後、もう３年も外されてしましました。仕事って、やっぱり人と

接して、実践して、いろいろ挑戦したり、失敗したり。そうして成長していくとは思うん

です。だから、焦りはあります。 

これからのこととか、今の時点では答えが出せません。出せないんですけれども、今は

裁判で勝つこと、目の前にあることを１つずつ解決して、こなしていくことだけを考えよ

うとしています。皆様のご支援をいただきながら、頑張っていこうと思っていますので、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
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３．意見交換 

 

【石田】  まず確認させていただきたいのですが、本日、配布された資料はオープンに

なっているものですね。 

【Ａさん】  これは全部、証拠として出しているものです。（今日の報告のために、一部）

わかりやすくまとめ直したものもありますね。 

【石田】  仕事上、個人的に知りえたものではありませんね。 

【Ａさん】  個人的に知りえたものではありません。 

【石田】  ありがとうございます。コース別の差別性を問う私たちの裁判が終わって20

数年が経ちます。男性社員は幹部候補生だが、女性は自宅通勤で、結婚や育児で結局辞め

るのだから、会社が育成、教育する必要はないと言われながら働いてきました。それが、

この2020年代になってなお行われているわけです。裁判を傍聴させていただいた時、会社

側の証人として立った社長が尋問で「総合職は転勤をするということで採用しています」

と言うんですよね。それって均等法違反でしょう、御存じないのですかね・・・と思うよ

うなお話で、本当にびっくりしました。その後、ＡさんとはＷＷＮのＺｏｏｍ会議や大阪

にもいらっしゃった時には一緒にお食事をしながらお話を伺ってきたのですけれども、今

日はさらに理路整然とまとめられていてすばらしいなと思いました。 

【参加者】  賃金ですが、一般職に１から６０までの数字がふってありますが。 

【Ａさん】  これが号俸の等級になります。１等級、２等級という意味です。 

【参加者】  等級で基本給の金額が決まっているということですね。 

【Ａさん】  一般職の場合は制度上では一年で最高３等級アップできるとされています。

私の場合、毎年１等級ずつしか上がらないんですけれど。総合職の場合は、下から職能ラ

ンクごとに賃金表があって、Ｅランク、Ｄランク、Ｃランク、管理職になるとＢランク、

Ａランクがあります。例えば一番下のＥランクの５等級であったとしても、昇格すると、

いきなりＤランクに行けるんですね。つまり、10等級以上、アップして、Ｄランクに上が

ることができます。Ｅランク５等級に格付けされた総合職の社員が「来年、主任に昇格」

すると、Ｅランクから一挙にＣランクにあがります。等級数でいえば、10等級、20等級以

上、上がっていくことができ、基本給もそれに合わせて上がっていきます。ランクアップ

する分、総合職の基本給の伸びは早いですよね。それに対して一般職は１年で最高３等級
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までしか上がらない。 

【香取】  一般職はこの表、一本だけしかありません。1等級から最高60等級で、その最

高60等級の基本給が約31万円。ここで頭打ちです。ところが、総合職はランクがアップす

るので、Ｅランク５等級の約21万円から、Ｃランク1等級の約31万円へと上がっていく。額

が全然違います。一般職に対してスキルアップへの評価、昇格し役職に就けていくという

考え方そのものがないのです。ずうっとそのまま、平たんな道を１個ずつ行きなさいと。 

【参加者】  入社して１年ずつ上がったとして、最高の60等級いくまでに60年。20歳入

社としても80歳になってしまう。最高毎年３等級上がると言っても、頭打ちになる。この

表の意味がないんじゃないかな。 

【参加者】  商社の場合、全く人事などやったことのない人が持ち株100％子会社に行く

ことがあり、そういう場合、どうしても思い付きになる可能性がありますよね。そこに評

価制度が入ってくると、給料がオープンにならなくなって、組合も比べることをしなくな

るんですよね。そうすると、私の給料――自分がどこに位置づけられているのかがよく分

からない。私が最後のときは、一年で百円ぐらいしか上がらなかったですよ。ともかく、

女性はある程度の勤続年数になると、45歳ぐらいからは特に横ばいに。 

【参加者】  全然上がらなくなるわけね。 

【参加者】  あとは、評価の部分で差をつけていくやり方になっていたので、友達と見

せ合うことがなくなっちゃう。だから、自分がいいのか悪いのかも分からない。 

【参加者】  私も20年前に提訴しました。提訴したら、それまでは価格交渉など営業に

かかわる仕事から外されちゃったんです。ある日、課内会議で上司から、これから交際費

とか会議費の帳簿づけがあなたの仕事ですと言われて。これまでやってた仕事を２人でや

るようにとか言われて、結局。あんなに体が熱くなったのは本当に初めてでした。Ａさん

の話を聞いていたら、思い出して本当に震えが止まらなくなってしまいます。 

 提訴すると、会社はとりあえず、ほかの女性を昇進昇格させる、総合職にするというこ

とが起きます。中国電力のケースもそうだし、私たちもそうでしたが、提訴したらほかの

女性が軒並みに管理職になって。そして、会社は裁判でその人事を資料で提出するんです。

今までゼロだった女性の管理職に２、３人つけて、それをクローズアップして資料として

提出するんです。そうすると、裁判長が、ちゃんとやっているじゃないかと。 

 中国電力の裁判で、シカゴ大学教授の山口一男先生が統計学の見地から中国電力での昇

進昇格での男女間格差を証明したのだけど、裁判所はまったく採用しなかった。会社の裁
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量の方を認めるんですよ。会社には利益追求を目的としているんだから、その点で裁量権

があるんだというような判決がすごく多いんです。 

【参加者】  本当にありがとうございました。お気持ちの面も含めて話してくださった

ので、本当によく分かりましたし、本当に頑張っていらっしゃるなと。私たちがやってき

たのに、こんなに後の方が苦しまないといけないということがグサグサくる感じです。 

いろいろ思うことがありますが、まず、転勤の要件についてです。兼松商事の場合は、

男性が一般職、女性が事務職という名称でのコース別雇用管理でした。しかし、一般職で

も転勤してない男性はいたし、学歴についても古い方だと高卒で役員になっている方もい

らした。私たちの裁判でも、転勤が昇進昇格、賃金における待遇格差の理由にはならない

ということまでは言っていただいたと理解しています。 

 もうひとつは、明らかな数字があったとしても、なかなか裁判では認めてもらえないこ

とです。私たちも男女別の賃金体系がばっちりあったんです。それも公表されていたもの

だったので、これは証拠さえ出せば裁判で認めてもらえるだろうと思ったんですが、そう

はならなかった。でも、いろんな応援があるので、乗り切っていかれることと思います。 

 それから、今すごくつらい思いをされているけども、これまですごく大変な状況を過ご

してこられたので、今はちょっと体を休める時期と思ってくださったらと思います。仕事

から離れて、能力が落ちていると思われているかもしれないけど、体を休めて、裁判に集

中できると思って、時間を使っていただけたらなと思います。頑張って。応援しています

ので。体を大事に。いろんなことを言われるし、でも、その言われるだけと同じぐらい応

援してくれる方がいます。 

【萩原】  最後に、ユニオンちよだ、そしてＡさんに、この結審に向けての思いをお話

いただけますでしょうか。 

【鈴木】  弁護団は東京法律事務所の平井康太先生、今野久子先生、大竹寿幸先生、小

林譲二先生の４人です。３回目の法律相談でこの先生方に出会いました。それまで、相談

では弁護士の先生によってやっぱり見解がまちまちで、過去に総合職の女性が1人いたか

ら、ちょっとそこが引っかかるんだよねということで難色を示されていました。けれども、

Ａさんの情報収集は的確ですし、男女間の格差を数値化するのがすごい得意だったことも

あって、弁護団が結成されたのです。Ａさんの熱意に加え、今の東京法律の先生方がすご

い優秀で、ここまで会社を追い詰めてきているので、私は期待しています。 

【香取】  押し込んでいるという印象はもちろん持っています。判決はどうなるかは分
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からないですけど、やっぱり勝たなきゃおかしい裁判です。もし変な判決であれば終われ

ない。今日、Ａさんは元気よく報告しましたけど、やっぱり波があって。辞めたいとか、

もう嫌ですみたいな、そういうときももちろんあるんです。話を聞かせてもらって、ミヤ

シタさんが「辞めたら会社の思うつぼよ」「ここで辞めたら負け、会社が喜ぶだけだ」と。

そんな感じなんです。やっぱり、自分がやってきた仕事を取られるというのは。もう辞め

たいみたいな、そういう感じでしたよね。 

でも、こんな風に皆さんが集まって、話を聞いていただいたら、応援してくれる仲間が

いる実感も強くなっていくんじゃないかなと思っています。Ａさんからも不安になったら

とか、悔しい思いしたとかというのをどんどん皆さんにぶつけて、また反応もしていただ

けるんじゃないかなと思っています。だから、もちろん裁判については期待していますし、

こういう運動の広がりの中で、会社自身がこの問題を判断していくというふうにしていき

たいなと思います。 

【宮下】  ジェンダーへの関心も高まり、男女差別はおかしいという流れになっていま

す。実際、企業が男女差別をしていることが明らかになれば、企業の社会的評価にも関わ

るようになっています。2000年前後のころとは環境が違ってきています。だから、やっぱ

り、Ａさんに対する世の中の期待度というのは、これまでとは多分、全然違っています。

これからの女性たちが働く社会では、企業が変わっていかなければならないという方向に

なるんじゃないかなと私は思っています。私たちは、ついていきたいと思います。 

【Ａ】  ありがとうございます。「負ける」とは考えられないケースだと思って裁判を始

めたのですが、進行協議のときに、裁判官が「１名、総合職で女性がいましたよね」とお

っしゃっていたので、その人事の問題点を立証しない限り難しいのかな・・・。やっぱり、

先ほどおっしゃった雇用者側の裁量権ですか。ちょっと気になってます。 

【萩原】  残念ながら時間になりました。皆さん、ありがとうございました。 
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○コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する

指針

(平成二十五年十二月二十四日) 

(厚生労働省告示第三百八十四号) 

改正 令和 元年一二月二七日厚生労働省告示第二〇五号 

コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針を

次のとおり定め、平成二十六年七月一日から適用することとしたので、告示する。 

コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指

針 

第1 目的 

この指針は、事業主がコース等で区分した雇用管理(以下「コース等別雇用管理」とい

う。)を行うに当たり、その適正かつ円滑な運用に資するよう、事業主が留意すべき事項

について定めたものである。 

第2 コース等別雇用管理を行うに当たっての基本的考え方

事業主は、コース等別雇用管理を行うに当たっては、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「法」という。)を遵守

するとともに、その適正かつ円滑な運用を行い、その雇用する労働者がどのようなコース

等の区分に属する者であってもその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が整

備されるよう、この指針で定める事項に留意すべきである。 

第3 コース等別雇用管理の定義

この指針において「コース等別雇用管理」とは、事業主が、その雇用する労働者につい

て、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる募集、採

用、配置、昇進、教育訓練、職種の変更等の雇用管理を行うものをいい、一定の業務内容

や専門性等によりコースに類似した複数のグループを設定し、処遇についてグループごと

に異なる取扱いを行うもの、勤務地の限定の有無により異なる雇用管理を行うもの及び期

間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約へ転換した労働者について異な

る雇用管理を行うものも含まれるものである。 

第4 コース等別雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項

一 事業主は、コース等の新設、変更又は廃止に当たっては、次に掲げることに留意する

ことが必要である。 

(法に直ちに抵触する例) 
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(1) 一方の性の労働者のみを一定のコース等に分けること。 

(2) 一方の性の労働者のみ特別な要件を課すこと。 

(3) 形式的には男女双方に開かれた制度になっているが、実際の運用上は男女異な

る取扱いを行うこと。 

(制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例) 

(1) コース等別雇用管理を行う必要性及び当該コース等の区分間の処遇の違いの合

理性について十分に検討すること。その際、コース等の区分に用いる基準のうち一

方の性の労働者が事実上満たすことが困難なものについては、その必要性について

特に注意すること。 

(2) 労働者の納得が得られ、長期的な職業設計をたてることができるように制度運

営がなされることが肝要であることを踏まえ、コース等の区分間の職務内容及び職

務上求められる能力を明確にするとともに、労働者に対し、コース等の区分におけ

る職務内容、処遇等を十分に説明すること。 

(3) コース等の新設、変更又は廃止に際して、処遇を変更する場合には、その内容

及び必要性を十分に検討するとともに、当該コース等に属する労働者及び労働組合

に対し、十分に説明しつつ慎重に行うこと。またその場合には、転換制度の活用等

経過措置を設けることにより柔軟な運用を図ることも考えられること。 

(4) コース等を廃止する際、当該コース等に属する労働者の多くが一方の性の労働

者である場合には、結果的に一方の性の労働者のみに解雇その他不利益な取扱いが

なされることのないよう、教育訓練の実施等により他のコース等への円滑な転換を

図る等十分な配慮を行うこと。 

(労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例) 

(1) コース等の区分に分ける際、労働者の従来の職種等に関わらず、その時点にお

ける意欲、能力、適性等を適切に評価するとともに、当該労働者の意思を確認する

こと。 

(2) コース等の区分間の転換を認める制度を柔軟に設定すること。その際、労働者

に対し、コース等ごとの職務内容、処遇の内容等の差異について情報を提供すると

ともに、労働者の意向等を十分に把握した上で、例えば、次の事項に配慮した柔軟

な運用を図ることも検討すること。その際、女性労働者の活躍推進の観点から、コ

ース等の区分間の転換を目指す労働者の努力を支援すること等に配慮した制度設

計を行うことが望まれること。 



3/4 

i) 転換が区分間相互に可能であること。

ii) 転換の機会が十分に確保されていること。

iii) 転換の可否の決定及び転換時の格付けが適正な基準で行われること。

iv) 転換を行う労働者に対し、これまでのキャリアルートの違いを考慮した教育

訓練を必要に応じ受けさせること。 

二 事業主は、コース等別雇用管理における労働者の募集又は採用に当たっては、次に掲

げることに留意することが必要である。 

(法に直ちに抵触する例) 

(1) 募集又は採用に当たり、男女別で選考基準又は採用基準に差を設けること。

(2) 募集又は採用に当たり、合理的な理由なく転居を伴う転勤に応じることができ

る者のみを対象とすること(いわゆる「転勤要件」)又は合理的な理由なく複数ある

採用の基準の中に、転勤要件が含まれていること。 

ただし、法上、総合職の女性が相当程度少ない場合に、例えば総合職の採用に当

たって、女性を積極的に選考すること等女性優遇の措置をとることは許容されてい

ること。 

(制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例) 

(1) 募集又は採用に当たり、応募者の自主的なコース等の選択を促進する観点から、

応募者に対し、コース等ごとの職務内容、処遇の内容等の差異について情報を提供

すること。 

(2) 募集又は採用に当たり、合理的な理由により転勤要件を課す場合には、応募者

に対し、可能な範囲で転勤要件に関する情報を提供すること。 

(労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例) 

(1) 採用時にはその雇用する労働者をコース等に区分せず、一定の勤務経験を経た

後に、当該労働者の意欲、能力、適性等に応じて区分することも一つの方法として

考えられること。 

(2) 採用担当者等に対する研修の実施等により、性別に関わらず、労働者の意欲、

能力、適性等に応じた採用の実施の徹底を図る等の対策を講じること。 

(3) コース等別雇用管理を行う事業主においては、一般的に、事業の運営の基幹と

なる事項に関する企画立案、営業、研究開発等を行う業務に従事するコース(いわ

ゆる「総合職」)に女性労働者が少なく、定型的業務に従事するコース(いわゆる「一

般職」)に多い等の実態があることから、総合職の女性が相当程度少ない状況であ
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る場合には、その募集又は採用に当たり、女性応募者を積極的に選考することや女

性応募者に対し、採用面接の際に女性の活躍を推進する意思表示を積極的に行うこ

と。 

三 事業主は、コース等別雇用管理における配置、昇進、教育訓練、職種の変更等に当た

っては、次に掲げることに留意することが必要である。 

(法に直ちに抵触する例) 

配置、昇進、教育訓練、職種の変更等に当たり、男女別で運用基準に差を設けるこ

と。 

ただし、法上、総合職の女性が相当程度少ない場合に、例えば、コース等転換制度

を積極的に用いて、一般職女性の総合職への転換促進を図ることは許容されているこ

と。 

(制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例) 

コース等ごとにそれぞれ昇進の仕組みを定めている場合には、これを明確にするこ

と。 

(労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例) 

一般職についても、相応の経験や能力等を要する業務に従事させる場合には、その

労働者に対し、適切に教育訓練等を行い、その能力の向上を図るとともに、当該労働

者の意欲、能力、適性等に応じ、総合職への転換を行うこと。 

四 その他 

(1) コース等別雇用管理を行う場合において、制度を導入した後も、コース等別雇用

管理の状況を把握し、それを踏まえ、コース等別雇用管理を行う必要性の検討及び法

に則した雇用管理となっているかの分析を行うとともに、その結果、法に則した雇用

管理への改善が必要と認められる場合においては、当該コース等別雇用管理を法に則

したものとなるよう、必要な措置を講じることが重要であること。 

(2) どのようなコース等の区分を選択した者にとっても家庭生活との両立を図りなが

ら働くことのできる職場環境を整備したり、出産、育児による休業を取得しても、そ

の後の労働者の意欲、能力、成果等によって、中長期的には処遇上の差を取り戻すこ

とが可能になるような人事管理制度や能力評価制度の導入を積極的に推進すること

が重要であること。 
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